
 

  

 

堺市報道提供資料 

令和 3 年 11 月 15 日提供 

 

スマートシティに関する新たな移動支援等の構築に向けた 

連携協定を締結しました 
 

堺市では、アルプスアルパイン株式会社、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社、株式会社ゼンリ

ン、東京海上日動火災保険株式会社及び福伸電機株式会社の５社と「スマートシティに関する新たな移

動支援等の構築に向けた連携協定」を令和 3 年 11 月 8 日に以下のとおり締結しました。 

 

 

１ 連携協定の目的 

本市では、令和 3 年 5 月 31 日に「堺スマートシティ戦略」を策定し、高齢化が進む泉北ニュータ

ウン地域を重点地域に定め、ICT を活用して住民の生活の質の向上に向けた取組を推進しています。 

本協定の締結により、目標を共有する民間企業と以下の内容の連携を通じて、高齢者をはじめとす

る地域住民にとって便利で安全な移動手段の導入等を図り、地域課題の解決と便利で快適な生活環境

の実現をめざします。 

 

２ 連携内容 

（１）便利で安全な移動手段の導入に関すること 

（２）外出機会の促進に関すること 

（３）その他、地域課題の解決及び市民サービスの向上等に関すること 

 

３ 各者の役割 

【堺市】 

実証等におけるフィールド提供、地元・警察等との調整及び広報・周知の実施等 

【アルプスアルパイン(株)】（代表取締役 社長執行役員：栗山 年弘） 

障害物検知センサー等の技術による走行時のモビリティの安全支援等 

【エヌ・ティ・ティ・コムウェア(株)】（代表取締役社長：黒岩 真人） 

行動変容を促すレコメンドエンジンを活用した外出促進サービスの提供等 

【(株)ゼンリン】（代表取締役社長：髙山善司） 

デジタル地図生成技術等による、モビリティの移動に適した歩道走行の最適地図の構築等 

【東京海上日動火災保険(株)】（取締役社長：広瀬 伸一） 

過去の自動車事故データ等の活用による、未然の事故防止対策や緊急時対応体制、新サービスに対応

した保険の開発等 

【福伸電機(株)】（代表取締役社長：宮内 康伴） 

電動カートなど自社開発のパーソナルモビリティの活用検討、安全支援機能の搭載等 

 

 



 

 

４ 連携協定書 

  別紙のとおり 

 

 

問
い
合
わ
せ
先 

 

（本協定及び泉北ニュータウン地域におけるスマートシティに関すること） 

担 当 課：泉北ニューデザイン推進室 スマートシティ担当 

電   話：072-228-7530  

ファックス：072‐228‐6824 

（スマートシティ全体の取組に関すること） 

担 当 課：市長公室 政策企画部 先進事業担当 

電   話：072-228-7480 

ファックス：072‐222‐9694 
さかい・コネクテッド・デスク 



スマートシティに関する新たな移動支援等の構築に向けた連携協定書 

 

 

堺市及び、アルプスアルパイン株式会社、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社、株式

会社ゼンリン、東京海上日動火災保険株式会社、福伸電機株式会社（以下、総称して「６者」

という。）は、SENBOKU New Design及び堺スマートシティ戦略に掲げる、泉北ニュータウン

地域のスマートモビリティライフの実現に向けた取組みを緊密に連携・協力して進めるた

め、次のとおり連携協定書（以下、「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条  

本協定は、６者が緊密な連携及び協力を行い、コロナ禍収束後の高齢者をはじめとする地

域住民にとって便利で安全な移動手段の導入等の施策を通じて、地域課題の解決及び市

民サービスの向上を図ることを目的とする。 

 

（連携・協力事項） 

第２条  

１.６者は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携及び協力する。 

（１）便利で安全な移動手段の導入に関する事項 

（２）外出機会の促進に関する事項 

（３）その他、地域課題の解決及び市民サービスの向上等に関する事項 

２.６者は、前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるものとする。 

３.６者は、本条第１項各号の事項について、その具体的な推進方法、役割、報告方法等に

関し、別途協議の上、取り決めるものとする。 

４.６者は、前項のとおり連携して取り組んだ結果、今後の推進方法等に関し、随時協議を

行うものとする。 

 

（取組状況の報告） 

第３条 

６者は、当該年度の各当事者の取組状況について、翌年度の４月末までに、第２条第３

項により取り決めた報告方法をもってそれぞれ報告する。ただし、本協定の有効期間が

当該年度をもって終了する場合であって、かつ本協定を更新しないときは、当該年度の

３月末までに報告を完了する。 

 

（有効期間） 

第４条  



本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和４年３月３１日までとする。 

ただし、期間満了の日の３ヵ月前までに、６者のいずれからも書面による申し出がない場

合は、更に有効期間を 1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。 

２．本協定の有効期間内にもかかわらず、６者のいずれかが本協定からの離脱を希望する場

合は、解約予定日の３ヵ月前までに書面をもって他のすべての相手方に通知することに

より本協定を離脱できるものとする。 

 

 

（協定の変更・終了） 

第５条  

本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、６者が協議の上、合意を以って、本協

定の内容を変更、または本協定を終了することができるものとする。 

 

（守秘義務） 

第６条  

１. 各当事者は、本協定に関連して知り得た他の当事者の業務上又は技術上の情報（以下、

「秘密情報」という。）について厳に秘密に保持するとともに、第三者に開示若しくは漏洩

せず、又は本協定の目的以外に使用してはならない。また、各当事者は、他の当事者から

開示された資料につき、本協定が終了した場合又は当該開示当事者の要求があった場合は、

直ちにこれを返還しなければならない。但し、各当事者は、本条の規定に従うことを条件

として、各当事者の文書保存に関する規則、監査対応、又は訴訟若しくは行政手続き対応

に必要な限度で当該資料を保管することができるものとする。 

２.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、開示を受けた当事者

がその事実を書面により立証できる限りにおいて、秘密情報から除外する。（以下、秘密情

報を開示する当事者を「開示者」、秘密情報の開示を受ける当事者を「受領者」という。） 

（１）開示を受けた時点において、既に公知又は公用であったもの 

（２）開示を受けた時点において、既に自ら保有していたもの 

（３）開示を受けた後に、自己の責によらずに公知又は公用となったもの 

（４）正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの 

（５）相手方からの秘密情報によらず、独自に開発したもの 

３.本協定に基づき開示者が開示する秘密情報に係る著作権、意匠、特許権等の知的財産権、

ノウハウ等の一切の権利は当該開示者に帰属するものであり、受領者に対して何らの権利

を移転し、又は本協定の目的以外の使用を許諾するものではない。 

４.各当事者は、本条に違反した場合、損害を最小限に留めるよう善後措置に最善を尽くす

とともに、相手方に対して損害賠償責任を負うものとする。 

５.本条の規定は、本協定が終了又は解約された後も３年間有効に存続する。 



６．本条の規定にもかかわらず、本協定に関する個別の検討を実施する目的で、6 者のうち

のいずれかの当事者の間で秘密保持契約又はそれに準じる契約（以下、「秘密保持契約」と

いう。）を締結している場合又は締結する場合、当該個別検討との関係については、秘密保

持契約が優先するものとする。 

 

 

（協議事項） 

第７条  

本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項は、６者間において信義誠実に協議

の上、解決するものとする。 

 

 本協定の締結を証するため、本書６通を作成し、６者それぞれ記名押印の上、各自その 1通

を保有する。 

 

令和 ３ 年１１月８日 

    大阪府堺市堺区南瓦町 3番 1号 

                  堺 市 

                  堺市長       永 藤  英 機 

 

 

                  東京都大田区雪谷大塚町 1-7 

アルプスアルパイン株式会社 

                  代表取締役 

社長執行役員    栗 山   年 弘 

 

 

                  東京都品川区東品川 4-12-1  

品川シーサイドサウスタワー10階東 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 

                  代表取締役社長   黒 岩   真 人 

 

 

                  東京都千代田区神田淡路町 2丁目 101番地 

                       ワテラスタワー13F 

株式会社ゼンリン 

                  代表取締役社長   髙 山  善 司 



                  東京都千代田区丸の内 1-2-1 

東京海上日動火災保険株式会社 

                  取締役社長      広 瀬   伸 一 

 

 

                  兵庫県福崎郡福崎町福田 447-1 

福伸電機株式会社 

                 代表取締役社長    宮 内  康 伴 
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